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1 会議名 第 4 回（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

2 開催日時 
平成 26 年 12 月 1 日（月）  

午後 1時 30 分から午後 3時 30 分まで 

3 開催場所 アスト津アストプラザ 4階 会議室 2 

4 出席した者の氏名 

（委員） 

大月淳、桑谷哲男、竹本義明、松本茂章 

（事務局） 

スポーツ文化振興部長 新家聡 

文化振興課長 脇田久三 

文化振興課主幹 木村みどり 

文化振興課副主幹 米津裕司 

株式会社伊藤建築設計事務所 川本直義、下斗米隆、石田佳子 

5 内容 

１ あいさつ 

２ 議事 

（１）第 3回有識者委員会の報告 

（２）求められる機能及び事業のあり方について 

３ その他 

（１）今後のスケジュールについて 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 1 人 

8 担当 

スポーツ文化振興部文化振興課事業担当 

電話番号    059-229-3250 

Ｅ-ｍａｉｌ 229-3250＠city.tsu.lg.jp 

 

 

・議事の内容  次頁以降のとおり 
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事務局(木村)：定刻になりましたので、第 4回（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会を 

開催させて頂きます。本日も、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきまして、 

誠にありがとうございます。それでは、開会にあたりましてスポーツ文化振興 

部長の新家よりご挨拶を申し上げます。 

事務局(新家)：失礼します。本当にお忙しい中また遠方から第 4回有識者委員会というこ 

とでお集まり頂きましてありがとうございます。委員の皆様につきましては本 

当にお忙しい方で、この委員会で格別のご理解、ご協力を頂いておりますこと

をこの場をお借りしましてお礼申し上げたいと思います。前回につきましては

過去の経過も含めまして文化ホールとしての施設の機能や事業のあり方などの

運営面から施設規模について様々なご意見、ご協議を頂いたと思っております。

本日は前回までの議論も踏まえましてたたき台となるモデルプランを具体的に

お示しさせて頂いた上でご協議を頂きたいと思っておりますので、本日もよろ

しくお願いしたいと思います。色々とお忙しいとは思いますけれども、この半

日の会議を有意義に過ごして頂きたいと思いますので本日もよろしくお願いし

ます。 

事務局(木村)：それでは、有識者委員会に入りたいと思いますけれども、最初に資料の確認 

をさせて頂きます。本日、7 点配布させて頂きました。A3 の資料が 4 点ありま

して、3枚組になった「久居ホール整備計画 試案」というものです。同じく「試

案」となっておりますけど、3枚を 1枚にまとめあげたもの。今回の試案と「津

リージョンプラザ」「武豊町民会館ゆめたろうプラザ」「座・高円寺」「可児市文

化創造センターala」を比べた資料があります。それと、A4の資料で面積表の概

算です。それと、A4縦の資料で「整備計画に関する論点」です。あとは、いつ

もの議事録の未定稿とニュースレターの未定稿を綴らせて頂きました。A3の資

料が 3点、A4の資料が 4点ということになります。それでは、これらの資料に

よりまして本日の会議を進めさせていただきます。ここからは、（仮称）津市久

居ホール整備有識者委員会設置要綱第 6 条第 1 項「委員会の会議は、必要に応

じて会長が招集し、会長が議長となる」の規定によりまして、会長に議長をお

願いしたいと思います。 

     大月会長よろしくお願いします。 

大月会長： はい、そうしましたら、私の方で進行させて頂きます。本日もよろしくお願 

いします。最初に委員会の成立の確認です。今回も委員の皆様全員お集まり頂

いておりますので、会議が成立しています。また、津市情報公開条例第 23条に

基づきまして会議の公開、加えてこの結果の公開に関して改めて確認を頂きた

いと思います。 

 本日は次に予定がおありの先生もいらっしゃいますので、2時間をめどにこの

会議を終えられるように進行をしていきたいと思います。その旨ご了解下さい。
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先程部長さんの方からのご挨拶の中でありましたように、今回試案を作って頂

きました。先回の委員会の中で、色々な機能が求められていることに対して本

当に敷地の中に収まるのかどうかが非常に大事なポイントであるということで、

その確認をした上でより具体的な検討に入った方がよいということでお願いし

た試案ということですので、まずそのご説明をお願いしたいと思います。伊藤

建築設計事務所からお願い致します。 

事務局（川本）： 伊藤建築設計事務所の川本からご説明申し上げます。 

（配布資料とプロジェクターをもとに説明） 

・資料の説明：A3サイズ、それぞれ 1階、2階、3階の平面図と全体の断面図 

A3サイズ、1階～3階をまとめて一枚にしたもの 

     ・ゾーンごとの色分けの説明（ピンク：ホール機能ゾーン、黄緑：住民活動支

援機能ゾーン、オレンジ：行政・窓口機能ゾーン、白：その他） 

     ・今回変更（工夫）した点をプロジェクターを使用して説明 

     ・面積表「基本計画における機能分類」の説明 

     ・計画試案と類似事例の比較の資料の説明      

大月会長： 最初に若干補足をしていきます。今、ご説明を頂いたように以前に皆さんに

ご確認頂いた案から変わっているのですが。その変った背景として、ホールの

キャパが検討委員会の中で概ね方向性が見えてきた。更に、客席を積層したり

することで、コンパクトにしていこうというようなアイディアも出てきている

ということで、それを踏まえてみましょう、というのが一番大きなポイントで

す。先程私の方で提示したという舞台寸法の話もありましたが、私どもの研究

室での研究成果として1992年以降位の比較的新しい劇場の平均的な寸法を一応

ここに持ってきており、そういうものと捉えて頂ければと思います。そして、

道路の拡幅とか水路の話というのは、より現実的に設計に入る、これから設計

者選定をしていくわけですが、その時に、以前の検討委員会の中でワークショ

ップとして市民の皆さんと一緒に考えた時よりは具体的な条件を整理しておい

た方が良いだろうということで、それを踏まえてご検討頂いたということです。

一つ大事なことは、今回の試案はあくまでも必要な機能が敷地に収まるかどう

かというチェックの為のものだということです。おそらく、桑谷先生などが見

てプラン的に搬入口の位置なんか悪いよなというような問題点は出てくると思

いますが、そうしたプラン的な、建築計画的な点は今回は時間のロスなので横

に置いておいて、先回からの懸案事項、アートスペースを劇場化できるのかど

うか、300席程度がとれるのかどうか、そういう部分をチェックするという、そ

の部分を中心にまず改めて図面を確認頂いて、それを踏まえて以下、今日の本

題に入っていきたいと思います。とりあえず、今の段階で何かご質問等出して

頂ければと思います。 
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桑谷委員： よろしいでしょうか。アートスペースについてですが、何回目かの会議で 400

㎡あれば十分だと言いましたが、企画展や市民美術展を想定すればそれ位のス

ペースであればと思っています。ただアートスペースを小劇場として使うとな

れば、400㎡は広すぎて小劇場としても使うのは無理な気がします。今日拝見し

たら 280 ㎡になっています。ギャラリーを小劇場に転換するのが大変だという

ことであれば 280 ㎡は 1 つの案だと思いますが、様々なシュミレーションによ

ってその面積は増減するので、注意は必要だと思います。後、行政窓口が 352

㎡ですが、それが何を根拠にしているのか。行政の窓口の利用する範囲、例え

ば、住民票とか印鑑証明書程度のものか、又はそれ以上の機能を考えているの

か。久居市も車社会だと思いますから、市役所に行くなりしてわざわざ劇場に

来て手続するまでもないのかなと思っていますが、その業務範囲が不確かなこ

とと、またどこまで市民が求めているのかという説明がないと部屋の面積が決

まってこない。 

大月会長： アートスペースが以前より縮まったその背景と、この行政・窓口機能、事務

室の部分の今回の数値の背景みたいなものを補足頂けますでしょうか。 

事務局（川本）： 先ず、アートスペースのことだけ。縮まった背景としましては、これは

舞台などを以前より大きくしていることもありまして、ホール客席 600 席で、

全体を 6,000 ㎡に抑えるために、あえてアートスペースとアートスペースの周

りの空間を縮めたということです。図面上白く残っている部分をもう少し使っ

て大きく取れるなと思っていたのですが、逆に議論して頂く為にもアートスペ

ースを縮めたということです。席数としては、300 席まではいかないけれども

250席位で何か催し物をやることが出来る大きさかなと考えました。講演会であ

ればほぼ 300 席近く椅子は並べることは出来る大きさなので、その位の大きさ

の中でこういったアートスペースでどうかと提案しました。他の会議室とかも

使いながら展示、あるいは、ロビーみたいな所には壁も随分作ったので、こう

いった所でギャラリーとして使うとか、そういうことも含めて運用上出来ない

かということを提案しながら部屋としてはちょっと小さくしてはどうかという

案にしたということです。 

桑谷委員： アートスペースの提案ですが、①案は、アートスペースを二分割して、その

一つを簡単な発表も可能なスタジオにする案です。そのためにアートスペース

を仮に 400 ㎡なら、200 ㎡と 200 ㎡の大きさにして、本格的な展示ギャラリー

と練習やワークショップ等の発表が出来るスタジオにする案です。展示スペー

スが不足している時はスタジオを展示ギャラリーにして 400 ㎡の空間にする。

何故、二分割にするかというと、400㎡という展示空間を客席、舞台、袖幕、楽

屋などのある劇場空間にするのは大変な作業だからです。またその逆の舞台空

間から展示空間にすることも同じことです。そのために400㎡を二分割にして、
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美術空間として雰囲気を持つホワイトキューブと劇場空間としての雰囲気を持

つブラックボックスとの使い分けを最初からするべきでないかと思いますし、

その方が使い勝手も良いと思います。しかし、アートスペースの分割案が賛同

を得られないなら②案は、稼働率を優先して昔の公立劇場によく見かける集会

施設的な無目的ホールをつくるかです。この場合のスタジオ機能はかなり損な

われます。また展示ギャラリーとしても仮設的なものになり、市民が望むギャ

ラリーとは程遠いものになると思います。①案や②案にしても問題は、一番稼

働率が高い小劇場が本格的な劇場空間では無いということです。そこでアート

スペースを①案の展示ギャラリーとスタジオにして、③案として小劇場は新た

に計画することが出来ないかという案です。それが不可能なら④案は、①案を

前提にメインホールを小劇場としても貸出が出来るようにする案です。今まで

の委員会で発言した内容をまとめますと、このような発言になるかと思います。

今回、伊藤建築設計事務所から提案のあった 280 ㎡のアートスペースでは二分

割案は面積からいうと無理なので、②案になります。ただ展示スペースとして

はどうでしょか。中途半端のような気がします。気になるのは 6,000 ㎡に抑え

た理由です。 

事務局（川本）： 全体の面積調整をしなければいけないですけれども、そういうご意見な

らそういうご意見の中で、100 ㎡か 200 ㎡をどこかで生み出すということで解

決すると思います。 

大月会長： もう一つ、行政・窓口機能、事務室について。これは事務局からですかね。 

事務局（脇田）： 基本計画の時から行政、窓口と言いますか総合支所のサテライト機能、

それから 1 つの総合支所の課が入ることが最初から決まっていましたので、そ

の部分についてその機能を入れるということになっていました。今まで私たち

の考えの中に文化ホールなりギャラリー等々その部分は分けて管理をしたいな

という考え方の中で、行政、窓口機能、総合支所のサテライト機能と 1 つの課

が入る機能、入る課につきましては、周辺自治会の会議室等も考えていたとい

う中で、若干広く取って頂いたのが現状でございます。その部分を例えば展示

ギャラリーに活用ができるのであればその部分に関してはご活用していくとい

うように考えていくというほうが効率的なのかなというのはありますので、現

実的には今そういう形でかなり広く取って頂いていますが、現実、本当に要る

部分は 1 つの課が入る部分とか窓口の部分だけですので、他に活用できる広場

を造るとか、逆に違う部屋を自治会の会議室で使うとか、その様な感じで考え

ております。 

桑谷委員： 市民からの要望のあった行政窓口を作る案というのは、市民の要望としては

当然のことと思いますが、この間の社会的ニーズが変化していく中で行政窓口

の役割も変化していく可能性があります。そうしますと、劇場と行政窓口は時
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代のニーズに合わせてどのように機能変化すればよいかを考える必要がありま

す。特に劇場に関してはそのことは顕著で、基本計画に反映されていなくても

積極的に取り入れて行く必要があります。ボランティア室、パブリック・ビュ

ーイングなどの映像シアター、若者のダンス、バンド練習室、アーカイブとか

色々な目的を持った諸室が増えていますが、それは今や当たり前になってきて

います。せっかく出来る新しい久居ホールですから、劇場法に書かれているこ

とも視野に入れた劇場づくりをしていくとなると、面積が少ない中で行政窓口

にこれだけの面積を必要とすることにどうしても違和感を持ってしまいます。 

大月会長： この部分に関しては、これから検討の余地があるのかなと思います。先程、

プランの良し悪しの話はしないということにしましたが、例えば、行政窓口機

能であればウィークデーであれば全部開いてなければいけないですが、ホール

だったら開館日、閉館日が別にあってとか、そこに運営のズレが出る可能性が

ある。若干空間区分を変えなければいけないという問題も出るでしょう。行政

窓口機能の位置づけというのをもう少し検証していく中でその部分があまり大

きくならないようにする方向性はあるのでしょう。とりあえず、基本計画の中

である程度面積も想定されていた、その当時のものが敷地の中に納まるかどう

かのチェックとして、今これだけあるという形です。ご意見はこれからに反映

させていければよいのかなと思います。それ以外いかがでしょうか。 

竹本委員： 舞台は広いのですが、1 階部分の客席が 380 席、舞台の先端から奥まで 20ｍ

位ですかね。3層になるから小規模のオペラハウス、古い時代のオペラハウス的

な音の通りも良くて、生音にはよいのですが、この距離だとオーケストラ、ブ

ラスはまず無理だと思います。これはやはり日照制限も問題でせざるを得ない。

利用形態がある程度制約を受けるのは仕方ない気がします。 

大月会長： 客席奥行きについては、日照や日影の話ではなくて、私の指定と文学館側に

広場を造っていることによるものでもう少し広げることは可能です。600席から

700席程度、先回方向性が見えたキャパが収まって、以前だったらその規模でや

ると客席側が北側になる、つまり、お客さんがアプローチするのが文学館と逆

側になるというあまりこの敷地にとっては望ましくないようなレイアウトにし

なくてはいけなかったのが、この様な形で南側に客席を持ってくるというのが

成り立ちますよという所まで確認ができた形です。今、竹本先生がおっしゃっ

たオーケストラ等に対する音響的な対応というのはこれから設計時に、設計者

が決まってからでも詰めていければよいかなと思います。 

桑谷委員： 間口が 16.2ｍというのは 9間になりますが、客席が 600席ですと 9間の間口

は必要ないと思います。640席の世田谷パブリックシアターでは 6間。久居ホー

ルでも同程度内なら間口 6 間でも公演に支障はないと思います。それで、高さ

が 9ｍというのは 30 尺程度なのでそれは確保出来ればと思います。そうすると
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メインホールは、もう少しコンパクトになりそうです。劇場の利用者を見てい

ますと合唱とか吹奏楽の愛好者が多いのですが、見る側、観客側から見ますと

その逆で、パフォーマンスを観る方、楽しみにしている方が多いと思います。

劇場というのはマイクなどの電気音響を使った演目や台詞などの生声で使うこ

とが多いので、基本的には響かない、反射しないほうが良い。ある劇場のこと

ですが、クラシックホールとしても使えるホールということで設計したのです

が、響き過ぎて芝居のセリフが何を言っているか分からないということがあり

ました。「サンヒルズ安濃」に音楽系のホールがあるので、ここはパフォーマン

ス系を主体にしてつくるのが一つの方向性だと思います。 

大月会長： 先回の議論の後半は竹本先生からのご発言を受けて「教育と絡めて」という

方向性が出て、そこで少し音楽寄りからはパフォーマンス系寄りにという話に

なりました。竹本先生の今のご発言も寸法的な制約においてオーケストラとか

ブラスにとって十分でなくてもやむを得ないかなという風な捉え方をして頂い

ていることによるものですが、そこら辺はどこまで、パフォーマンス系に寄っ

ているものについて音楽系に技術的に対応できるかというのが今後とるべき一

つの方向性ではないかと思っています。先程申し上げたように設計段階でどこ

まで対応できるかというようなことに関わってくるのかなと思います。 

桑谷委員： 面積の関係で本格的な小劇場をつくることが難しいなら、前述しましたが妥

協案として小劇場案は無くして、メインホールの 1 階席を仮に 400 席前後の小

ホールとして使って、アートスペースを展示ギャラリーとスタジオにきちんと

分けて充実させることがよいのかなと思います。それから現在の計画には無い

ことは承知ですが、延床面積が足りなければ地下につくることも考えるという

のは、どうなんでしょうか。 

      建築的には 2階席、3階席のバルコニー席をつくった時というのは、1階席だ

けを使用してもそんなに空席が目立ちません。よく見かける 1層、2層式ですと

張り出した 2 階席がやたら目立ちますが、バルコニー形式の可児市文化創造セ

ンターの場合などは、2・3 階席を使わないで 1 階席だけの使用でも満席感はあ

りました。小劇場ということでなくても、一つの劇場が中劇場と小劇場に使え

るというメリットがあります。その上、舞台上だけを使って実験劇場として使

うことも可能です。 

大月会長： 先回一定の了解がとれたメインホール客席を積層することでそこを小劇場的

に使えるようにして、専用の小劇場、小ホール設置はあきらめるという考え方

ですね。 

桑谷委員： 小劇場はあった方が勿論いいと思いますが、諦める理由というのは展示室と

スタジオは、きちんと持った方がいいと言う考えを優先したいからです。美術

館の無い市としては専用の展示ギャラリーは必然だと思います。また練習室の
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他にスタジオの機能としては防音、床の素材、ダンス用の鏡、舞台設備などが

求められます。それからスタジオでもワークショップや実験的な発表会を行う

ことは可能です。展示室が足りない時はスタジオをギャラリーとして使えばよ

い。小劇場はどこでもそうですが市民の高い稼働率を考えれば、設備などが充

実した使い勝手のいい小劇場はやはりあった方がいいと思います。 

大月会長： 本日面積の収まりも確認して頂いて、専用の小劇場設置はあきらめると。一

方、アートスペースをそのままギャラリーを兼ねながら劇場化するのは難しい

と。 

桑谷委員： 難しいんではないかと思います。ギャラリーの壁面はホワイトキューブの方

がやはり展示空間に向いていると思います。芝居の場合はどうしてもブラック

ボックス型の傾向になってしまいます。それから日本でコンサートホールに適

した劇場という場合、小ホールに関して言えば音の問題というよりはデザイン

性の問題が優先しているように思います。 

松本委員： 委員会の当初から、僕は、まちづくり的な視点から発言したいと考えていま

した。今回の試案を見て、建ぺい率や日照権など建築設計上の制約は詳しくな

いのですが、カフェやレストランなどの市民に公開されたスペースがないのだ、

と感じました。つくるのは無理なのですね？ 

事務局（川本）： ロビーの中につくるということです。 

松本委員： 南側の道路は将来、拡幅計画が浮上するかもしれない。せり出して建てたと

すれば、今後、都市計画を乱しそうな感じもある。また水路の存在も確かに気

になる。しかし、やはりここでは市民向けの公開スペースを設けてほしい。ア

ートスペースの設置をやめてでも、カフェやレストランを設けていただきたい。

値段の高いお店ではなく、利用者自身がトレイを持って回るような、カフェテ

ラス形式のところ……。ニューヨークにあるメトロポリタン美術館には、そう

したカフェテラスがありました。 

美術館や劇場のレストランなどは、スペースが狭いので、客単価を上げるた

めにやや高めの値段の昼食になりがちです。広くつくって、セルフでコーヒー

が飲める店がほしい。そういう場所だったら、パーテーションで区切れば、展

示会も可能です。ギャラリーとしても使える。かりにギャラリーを設けても、

使わない日が結構出てくると思われるので、店舗の営業を行えば、スペースの

有効利用になる。 

公立文化施設は住民の人々が集う場所になってほしい、という願いを強く持

っているので、中途半端なアートスペースをつくるならば、それは止めて、カ

フェあるいはレストランにしてはどうか、と思う。 

カフェやレストランには、道路の反対側にある図書館の利用者もやって来る。

みんなのたまり場になるというイメージ。実際に住民アンケートにも「飲食で
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きるところがほしい」という趣旨が多く書いてありました。地元特産の土産物

を売ることもできる。憩いの場となる。市民が集う。 

劇場が閉まっていても、カフェなどのスペースは常に開かれていることが大

切です。金沢 21世紀美術館の場合、閉館時間帯でも市民が利用できるスペース

があり、利用者が多くなる。 

事務局（川本）： 西側にも道路がありますが。 

松本委員： たとえば、駅のうどん屋さん。駅の構内からでも駅の外からでも入ることが

できる。劇場・音楽堂のカフェは、公演本番が行われていなくても、そこだけ

は常に開いている。指定管理者が選定されれば、カフェの営業は目的内の利用

とする条例を制定すればいい。 

大月会長： おっしゃっていることは一貫されていて、前回もおっしゃっていたように、

それこそ劇場法で謳う「新しい広場」的な施設にしたいということですね。 

桑谷委員： 後は配置の問題もありますが。カフェ・レストランを作るための面積を確保

出来るかどうか。でも是非確保すべきですね。 

大月会長： 最初に申し上げたように、この案はとりあえず収めましたというものです。

アートスペースをこっち（北）側に持ってくるという形で。広場の部分をとっ

ているのでこっち（南）側に持ってくるスペースはあるのですよ。それは設計

者選定をする時に色々な設計者に提案をしてもらって、その中でそれが本当に

劇場法の理念に則った久居ホールに相応しいプランかというのでセレクトをし

ていくという。 

松本委員： アートスペースの中にテラスを置いて、そこでコーヒーとか頼めるなどはで

きないでしょうか。課題は、カフェの採算が合わないときです。施設側が補償

するなどの工夫が必要かもしれない。 

座・高円寺の 2階にあるカフェは僕のイメージに合致しています。とはいえ、

少しリッチな印象がある。高円寺の場合、住民人口が多いうえ、東京だから所

得の高い人も住んでいる。1階に空き地にテラスを設けて、カフェにする手もあ

る。パリのカフェもそうですが、お店の中のテーブルと屋外のテーブルの両方

がある。 

名古屋に本拠があるコーヒーチェーン店は、いつも混んでいる。昼間でも定

年退職したらしい方がいらしている。くつろげる場を求めていることが分かる。 

大月会長： 先回カフェの議論になった時に、カフェをアートスペースにという、多機能

化しましょうという、その様なお話をされていて、それとも相通ずるお話をさ

れていると思いますが。 

松本委員： カフェをアートスペースとして活用するにしても、写真展は可能です。でも、

音響や照明の必要な小劇場にするのは難しい。 

大月会長： いずれにしても、そういうスペースが取れないのであれば今想定されている
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ようなアートスペースは止めてという、極端な言い方だとそういうことですね。

カフェとかを軸に「新しい広場」として色んな人がここにホールにイベントが

無い時でも集まって和気あいあいとやっていると。そういった施設とする為に、

どういった空間・機能が必要かという。 

松本委員： 久居東鷹跡町のあたり。すごく恵まれているのですよ。ふるさと文学館とい

う図書館がある。行政の窓口もあれば、一定量、人々の往来があると思われま

す。津市からの新しいまちづくりの提案にしてみてはどうか、と思うのです。 

桑谷委員： 劇場を普段使いするという、まさに非日常で無く日常としての劇場を目指し

ます。劇場の賑わいを醸し出すには、市民がしょっちゅう出入りしている環境

をつくらなくてはいけない。その為に、コミュニティシアターとして顔の見え

る劇場づくりを行うためには、劇場に関連する施設だけではなくて情報コーナ

ー、キッズルーム、カフェテラス、イベント広場などの施設が求められます。

そうでないと市民は公演のある時しか来ない。カフェは事業として採算が取れ

なくても、指定管理者として取組んでもいいのではないかと思います。 

松本委員： 逆に、まち壊しみたいになってしまう可能性があります。 

竹本委員： 先程の話ですが、今の時点でホールの活用の仕方をどういう方向になるかは

大体劇場という正確が強いですが、地域の住民のニーズだとか、一つは貸館と

いう方策もあるわけですが、そういう中で行政としてはつくるまでが一つの目

標で、つくった後にどう活用されていくか、はっきりした方向性を住民に示し

ていく必要がある。当然予算も含めて。それで、私が言っていた音楽というの

は意外と放っておけば貸館で一番利用者が多い分野ですよね。一方で舞台芸術

をメインにすると、一定数の事業予算を今の段階から確保しておかなければな

らない。可児市や春日井市の例からみるとこの規模だと毎年 5,000 万円位の事

業予算は用意しないといけないですよね。そこの覚悟があるかどうか。今話を

することはないけど。それでなければ完全な貸館になってしまいます。貸館に

した場合、桑谷先生がおっしゃるように舞台芸術を含めて会館の特色を市民に

浸透させていくのはちょっと難しいかなと思います。 

大月会長： まず、松本先生がおっしゃった部分に関して整理したいと思います。改めて

確認ですが、今ベースとして必要とされているのが A4用紙横の面積表に書かれ

ている基本計画の中で挙げられている機能なんですね。基本計画の中で謳って

いる以上はこれに対してある程度応えていくことが求められる。これに対応し

た空間、室というものを備えていかなくてはならない。それを踏まえながら、

試案を作って頂いた。その時に大きなシバリとして設定をしているのは 6,000

㎡。市の方で内部検討の予算組みをするのでとりあえず設定した面積です。そ

の中に収めるとこういう形だと。前回もありましたが、カフェであるとか積み

上げていくと 6,000 ㎡では収まらないよねという所に至るかもしれないし、今
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至りつつある。一方で、今日の先程のお話でいくと、特に行政窓口機能という

のはちょっと異物が入っているよねという。それを 6,000 ㎡に本当に入れなく

てはいけないですかという話もあるかもしれない。いずれにしても面積の枠と

いうのは重要で、その中にどれだけのことができるのかという事も踏まえなが

ら、専用の小劇場の付加は諦めなければいけないというところまで来ました。 

      そして松本先生の話で、カフェとか、それこそ交流ができたりする機能が見

えないとのご指摘。ロビーとかを最近の事例でよくあるように普段は開放する。

ホワイエは劇場の領域だから普通であれば劇場を使う時にしか使えません。だ

けれども、最近はそれを開放して劇場を使わない時は自由に行き来できるよう

にしますという事例も増えてきています。ここでもレイアウトを工夫すればそ

ういった形のスペースと合わせたより豊かなオープンスペースをつくり出せる

かと思います。今想定されているようなアートスペースを止めたら、というこ

とについては、それは基本計画の、それこそギャラリーから出てきた話、トー

タルで 1,000 ㎡のギャラリーとなるスペースが必要ですと。それから言うと、

基本的には設置の方向で考えた方が良いかと思います。それで、そうした空間

も含みながらオープンスペースの中で交流機能をどのように実現させるのか。

これから設計者選定に入っていくにあたり、設計者が提案をするのにちゃんと

その部分を踏まえて提案をしてくれるような一文を要綱にどのように入れるか

というのが課題になってきます。 

桑谷委員： 改めてお聞きしますが、劇場建設費を決めた時はどのような形で発表された

のかと想像しているのですが、その数字が FIX だとは私は考えていません。何

故かと言いますと、これから資材の高騰や人件費の高騰が予想され、それから

消費税のアップもある。また 6 年後には東京オリンピックもありますから益々

建設費は膨らんできます。そうしますと想定している数字は当然不足します。

それに合わせて市民からの様々な要望を実現するとなると、延床面積も増やさ

なければなりません。地域劇場として複合施設的な役割が求められているんだ

と思います。それから今後期待される公立劇場の新しい役割というのは、劇場

の活性化もさることながら町の活性化です。そのために地域コミュニティづく

りの場として計画が出来ないものかなと思います。大月さんが 6,000 ㎡で気に

なさっていますが、それも含めて今後、議論を積み重ねていく中で建設費と建

築面積について、議会や市民に丁寧に説明をしてほしいと思います。5年後の完

成を向けて、市民が誇れる施設をぜひつくってほしいと思います。 

事務局（新家）： 建設費につきましては、基本的に久居東鷹跡町の位置に建てる企画に対

して市民にどれ位の建設費かはお話しておりません。ただ、この基礎となるも

のが久居駅の東駅に民活で音楽ホールを建てると先回お話しさせて頂いている

と思いますが、この時の建設費が音楽ホールに掛かる費用として約 25億円でし
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た。それは市民の方には言っておりますが、ここに単独で建てていくらかかる

というのはまだ何もしておりません。ただ、予算面では協議しておりますので、

内部では話をしておりますが、市民にはいくらかかるというお話はしておりま

せん。 

大月会長： 基本的に建物を建てる時には坪単価で大体計算できます。6,000㎡となったら

それで掛けていく。 

松本委員： ギャラリーとカフェ機能を合わせ持つような市民交流スペースにしたら良い

と思います。 

大月会長： そこら辺で設計者選定の段階でどこまで細かい室、それに対応する面積を出

すのかということが問題になります。設計者選定の方式として公平性も考える

とコンペとプロポーザルというのがあります。コンペは端的に言ってしまうと

設計案を選ぶ、条件を予めしっかり提示しておいてその条件で設計提案をして

下さいと。提案されてきた中でベストなものを選ぶと。それに対してプロポー

ザルというのは設計者を選ぶ。つまり、設計案のベストを選ぶのではなくて、

そもそも図面もそれほど精密なものを求めない。いくつかのポイントを示して

それに対して提案をして下さいと。特に一番わかりやすいのは市民参加の設計

みたいなもので、コンペのように設計案が決まってしまうと、もうそこから変

える余地が無くなってしまいます。プロポーザルであればそのように設計者を

選ぶので一緒につくりましょうということができる。 

松本委員： 市民交流機能をつけてください、とお願いできるのですね？ 

大月会長： おそらく、この場合はプロポーザルで行くのかなと思っています。その場合

にはここできっちりしなくてもよい。ただ、理念的な部分だけはちゃんとお示

ししておくという、そういうことが大事なのかなと。 

松本委員： 広場の提案をぜひお願いしたい。劇場・音楽堂の前面には、カフェのような

飲食店機能がある。そして広場が広がっている。そこでは市民によるフリーマ

ーケットが定期的に開催されている。そんなイメージです。実際に市民主体の

フリーマーケットは盛んになってきている。JAと連携して低農薬野菜市を開い

たりすることもできる。何回も言いますが、劇場で公演が行われていなくても、

劇場・音楽堂の前面には、ずっと営業している何かがほしい。人々が劇場・音

楽堂に出向く習慣をつけたい。ぜひ、そうしたイメージを市民の方々にお伝え

したいです。久居では図書館と一体化した施設づくりが可能です。うまくすれ

ば、とてもいいものができる可能性がある。 

竹本委員： カフェは私も賛成ですが、またどこか場所が見つけ出せればと思います。ア

ートスペースですが、例えば今 3 つ楽屋、練習室、展示、小ホール機能という

ことがありますが、展示だとせいぜい使っても年間 20～30％でしょうね。練習

室にした場合には 100％、楽屋利用だと数％だろうと思います。もう一つは小ホ
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ールとしての機能しかり、打ち出すことによってこれは非常に使い勝手の良い

ものになっていく。そこら辺の方向性をやっぱりどこかで決めないといけない

と思います。 

大月会長： 時間があと一時間ということで。先回から拡散している部分と収束してきて

いる部分もあるので、それを確認しながら後の時間を使いたいと思います。ま

ず、600席から 700席で積層するところまではここの中で了解がとれています。

今日の一番最初の竹本先生のコメントからすれば、ホールのサイズ、ディメン

ションですね。特に奥行の部分でオーケストラやブラスに関してはちょっと厳

しい部分があるかもしれません。それに対してどう対応していくのかはこれか

らの課題ですね。そこは懸案事項として残っています。次にアートスペースの

話。少なくとも先回拡散というか揺れた部分として元々はギャラリーから派生

してギャラリーを多機能に多角利用をしようという形でそれを劇場的に使える

方向性を考えようという。それをアートスペースと呼びましょうという形で出

てきました。それに関して、そうした共用型のスペースの課題を踏まえて専用

の小劇場も別個につくったほうがよいというようなご意見も出てきて、それに

対して今日この中ではなかなか難しそうだねと。ここまでは了解という形でよ

ろしいですね。 

      その上でアートスペースをどのようにしていくのか。少なくとも、サイズ的

には 6,000 ㎡という一応全体の面積のシバリがある中で考えるというのはここ

でのベースとしておきたいと思います。アートスペースのサイズに関してもう

一度桑谷先生いかがですか。 

桑谷委員： 繰り返しになりますが、400㎡を超える面積なら、アートスペースを 2分割し

てギャラリー用とスタジオ用に専用化するのがいいという案です。竹本先生が

おっしゃる展示室の稼働率が 20～30％で確かに低いと思いますが、まず市民文

化協会に所属している人達が一堂に集まっての市民芸術祭や中学、高校の文化

祭の使用があります。その際は 1,000 ㎡の面積が必要だと言われています。そ

の他の利用が考えられるのは、文化協会に所属している個人の発表の場として、

また文化協会に所属していない市民の美術、写真、陶芸、書道、華道、ハンド

クラフト、短歌・俳句等の個人やグループ展の使用が考えられます。200㎡の部

屋を二分割なり三分割出来るようにして使えるなら、もう少し稼働率が上がっ

てくるのかなと思います。ただどのような場合でも、カフェやレストランでも

そうですが食事が出来ればいいというものではなく、展示ギャラリーとしての

雰囲気や格調も求められていると思います。稼働率が低かったのは展示ギャラ

リーとしての魅力がなかったことも理由に挙げられると思います。市立の美術

館が無ければ、市民が誇れるような展示ギャラリーがそろそろあってもいいの

かと思います。 
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竹本委員： 実際に積極的に使うのは地元の文化協会、それ以外にそういう団体は多分こ

ういう場所でギャラリー展示をしてもそういう人達にとっては意味がないので

すね。ステータスが得られないから。やっぱりどこかの画廊に行ったり。狭く

ても。そういうところでやったということについての記録が欲しいわけです。 

大月会長： 一応、今の市民の方、文化協会の方の展示は文化祭等が中心でしたね。 

事務局（新家）： 今までの展示は市民展とか文化祭です。 

大月会長： それでトータルで 1,000㎡というのが出てきたということですね。 

事務局（新家）： 今まで市展というのが、この前会議して頂いた津リージョンプラザとこ

ちらのほうで 2ヶ所開催をしておりますので、できたらやはり見る方としては 1

ヶ所開催希望ですので、そうすると今のスペースを合わせると 1,000 ㎡は最低

必要ではないかというのがその時の案です。 

大月会長： そういう意味では今おっしゃったようにステータスを求めるような、そのよ

うなニーズはここの中にはとりあえず今まで文化協会からは出ていないですね。 

竹本委員： 文化協会が使うのは年に 1、2回ですよね。それ以上に各団体が書道だとか色

んな分野があると思います。それぞれ活発にここを使うというのは考えられな

いですよね。 

事務局（新家）： 今までの市民会館にはギャラリースペースはなかったです。ポルタ久居

という総合支所が入る所に少しギャラリーがあって。そこはどうですか。 

事務局（木村）： ギャラリーとしてはあまり利用はなかったと思います。公民館のロビー

は、生涯学習の発表展示で結構使っています。 

竹本委員： 文化協会は公民館が発表の場なのですね。 

大月会長： 桑谷先生の発言の中で確認ですが、スタジオとおっしゃっている空間はどう

いった規模が本来望ましいのでしょうか。 

桑谷委員： 充分と言えませんが 200 ㎡あったら。舞台面積と同じ大きさのスタジオがあ

ればいいと思います。スタジオでは簡単な公演やリーディング、ワークショッ

プの発表、練習室、鏡があればクラシックバレーや若い人たちのダンスの稽古

場としても使える。ただスタジオでの発表などを考えると、舞台設備、備品倉

庫、オペレータ室、着替え室などのスペースが必要になりますので、客席数を

考えた上で面積を考慮する必要はあります。余談ですがリハーサル室というい

い方をした時には、本番前の練習というような用途に拘束されるので施設名と

しては誤解を招くかもしれません。 

大月会長： ちょうど、可児市のロフトが 200㎡ですね。 

竹本委員： 愛知の芸術文化センターは地下 1階の小ホール 300席位ではなかったですか。 

     似たような規模ですね。 

大月会長： 愛知芸術文化センターの方が、面積的にはもう少し大きくなりますね。さて、

今の試案の諸室構成のままで、松本先生がおっしゃるようなオープンスペース
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でいろいろ交流できるような皆が常に居られるような空間をつくるのは、ロビ

ー等の分散しているオープンスペースを 1 ヶ所に集めていくことである程度実

現は出来るかと思います。ただ、新たな室を増やしていくと、そういった空間

はどんどん小さくなっていきます。それでも不可欠なものについては拾ってお

く必要があります。これまでで欠けているなという所を改めて確認したいと思

います。今日持ち帰って頂いて次回そういえばここ抜けていたとかいうのをご

提示頂ければよいと思いますが、今気がつくところではいかがでしょうか。 

桑谷委員： 劇場だけでなくギャラリーやアーカイブなどがあると、市民が朝から散歩の

途中に寄ったり見に来たりしますので、賑わいづくりには必要かと思います。 

大月会長： 前回から桑谷先生はバンド練習室には触れられていますね。 

桑谷委員： 大人が使う場と若者が使う場にもなってほしいからです。大きな音が出せる

練習室があったらなと思います。それから若者のダンス熱も凄いですから、鏡

のついた練習室があったらいいですね。 

竹本委員： ギャラリーが 1,000㎡というのは絶対無理な話でしょ。 

桑谷委員： 今の 6,000 ㎡の面積では無理ですよね。ただ使用目的の違う 200 ㎡の様々な

目的の持った 5室、音楽練習室、バンド練習室、演劇練習室、展示ギャラリー、

映像シアター等を作って、市民芸術祭では全室をギャラリーにして使用すると

いうのはありかと思います。そういうことが出来ればですが。 

竹本委員： 例えば、2日間全館を文化協会の為に貸し出すと。それと、楽屋からなにから

ホールから全てを含めて展示に使って下さいというのがよいと思います。最近、

ホテルの一室かなにかをギャラリーにしたり、あるフロアを展示にしたりする

場合もあるし。それぞれの団体が工夫して、それしか方法はないのかなという

気がします。 

大月会長： それこそロビー空間も展示空間にというのでいったら 1,000 ㎡いけるかと思

います。それは基本計画検討委員会のときにも若干話に出ました。 

松本委員： 舞台の上に舞台をつくるという芝居もありますね。同様に、美術展を開く際、

舞台の上に美術作品を展示してもいいのかもしれません。展覧会の期間だけは、

全館が美術のスペースになる訳です。利用者のみなさんに、自ら館の活用方法

を考えてもらう。 

竹本委員： 発想を変えなければいけないと思います。舞台の上に絵画だとか書道作品が

あって、それを年配の人が見たいけど椅子も何もない、そうした中で客席から

見るのも一つの方法だし、じっくり鑑賞してみたい。やはりそういうことを打

ち出していくべきだと思います。 

大月会長： 足りない部屋をということで少し面積を積み上げるのに対して、さっきの行

政窓口機能のように、もしかしたらここから少し外してもよいのではないかと

いう所で、使える面積を少し抽出するようなことも一方で考えられますね。そ
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れこそ先ほどの開館日とか時間区分のこととかを鑑みて行政窓口機能を別枠で

考えるという可能性はあるのでしょうか。 

事務局（新家）： あくまでも 6,000㎡というのはホールとしての活用ですので、行政部分

については 6,000 ㎡から少し出てもそれは考える余地はあると思います。ただ

これも配置を言ってはいけないと思いますが、今日はスペースだけで出して頂

いていますが、もし入れるのであれば 1階に窓口は必要かなと思っております。 

大月会長： ちゃんとその部分だけで、ホールなど他の機能部分と切り離せるようにする

ことが必要でしょうね。そうすると、図面で言うアートスペースの上の右のス

ペースの所にあってもよいと。そういう意味では、この階ではないですが上の

階の行政窓口機能の部分がある程度少し空いてくるということになりますね。

そうやっていくとある程度今想定しているような規模、トータルで 1,000 ㎡と

いうギャラリースペースを含めて、どうにかこの中に収められなくはないかな

とぎりぎりの所で今せめぎ合っているのではないかと思います。 

竹本委員： 例えば、直営でやった場合、管理の職員と窓口の職員が別々ですか。一緒で

すか。 

事務局（新家）： 私もちょっと分りませんが、指定管理に出したら行政職員と指定管理職

員が一緒に居るのはおかしいですね。 

竹本委員： 長久手は今直営で窓口業務を一緒にやっていますよね。月曜日休みだから。

月曜日には本庁は開いているし。ホールの営業・・・ 

事務局（新家）： うちはホールについては久居ホール含めて指定管理の方向もちょっと考

えているので、事務所は少し分けた方がよいと思います。 

大月会長： 開館日、時間の区分だけでなく運営区分としても異なるわけです。仮に今回

久居ホールに含めるにしても、それが必要なくなった時にホールなり本体施設

の一部としてちゃんと転用ができるように考える。そういう風な位置づけです

よね。 

竹本委員： スタジオが 300 ㎡あるというのはこの辺りではほとんどないですよね。あっ

ても 100㎡以下ですよね。300㎡のスタジオがあるのはすごいことですよね。 

松本委員： スタジオならば、ブラスバンドの練習にも使えますね。 

竹本委員： 50、60人のブラスバンドにも使えるし。ただ、防音が少し問題ですけど。 

松本委員： アートスペースという名前をやめてスタジオと名乗ったら、ギャラリーを求

めている美術関係者にはいくばくか違和感があるかもしれません。 

竹本委員： 若い人達がアンプから楽器から全部持ち込んで、簡単な録音機材持ち込んで

CDも作るんですよ。200㎡あれば。そして、それを取り払えば、常に何もない

もともとの形ですから。そしたらギャラリーもできるし。 

松本委員： 下手に機材を買うと、壊されないために、施設側が管理をうるさく言い、利

用者が離れていく恐れがあります。また機材の耐用年数が問われていく。だか
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ら設備がなくても、「素の空間」で良いと思います。 

JR 横浜駅近くのビルの地下に ST スポットという演劇空間があります。小劇

場の演劇が展開されている。最初は何に使うか定まっていなかった。そのうち、

利用者のなかに流れが生じて、ごく自然に小劇場の関係者が集まるようになｔ

っていったという歴史があります。 

久居にスタジオを作れば、案外、三重県の全域から、もしくは名古屋から大

学生たちがやって来るかもしれない。すごく広いスタジオがあると知れれば、

口コミで広がる可能性がある。ガランとした空間の存在こそが、あとでなんと

でも使える可能性を残す。それが創造には大切な気がします。今の段階でつく

り込んだら、あとで使いにくくなる。 

大月会長： アートスペースの事で言うと、きっかけが無かったので申し上げなかったこ

とがあります。メインホールについて、高校等からの 1,000 席欲しいというニ

ーズがあって、高校生の数が減っていることも踏まえて 600～700席の方向性を

出しているわけですが、大体高校の文化祭等では観客と舞台に立つ者とが順に

入れ替わる。その際アートスペースが控えのスペースになって、そこでそれこ

そライブビューイングのようなこともできる。そのようであればホールとアー

トスペースを合わせて 1,000席程度という説明が出来ると思います。 

松本委員： つまり、今回のホールは、地元のためのものでもあるけれど、全市的な利用

も想定する。さらに津市は県庁所在地なので、県内の自治体を牽引する都市と

して、全県的な視野も必要だと思います。県庁所在地の自負があるので、三重

県総合文化センターの役割とは違う施設をつくればいい。 

      県庁所在地なので市民だけ相手にしていたらいけないのでは。カフェを設け

たらいいと申し上げている理由は、ここが市民と芸術家の両者が利用できるか

ら。両面を持っていたら良いと思います。 

竹本委員： 三重県内の高校の演劇クラブがありますよね。各支部で発表会やっています

よね。唯一ここがそういう学生にとって使い勝手の良い素晴らしい会場になる

可能性はありますよね。最近の若い子は自ら演ずる他にも照明もやってみたい

し、音響も、舞台に関わる色々な事をやりたいと思っているという意識が強い

です。 

松本委員： 近年、大学に設けられた舞台技術のコースは人気だそうです。舞台の技術を

学びたいとのニーズが高校生にあるということ。新しいホールに、録音できる

設備を整える案はいいかもしれません。地方からの文化発信が可能になります

から。 

大月委員： それこそ、バンド練習室もそうですけど、高校生とか若者に対してというの

は先回それこそ出てきた「教育と絡めて」という、今日最初に確認した今見え

てきている新しい方向性が・・・ 
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松本委員： 演劇や音楽のワークショップがここで出来る。録音が可能になる。そんな機

能を備えた文化ホールが県庁所在地にあってもいい。県にはないけれど、市に

はある。駐車場も自由に使えますよ。となれば人が集まってくる。 

大月会長： 図書館の例も出されていましたが、普段人のいないホールに対して、行政窓

口についても普段から人が来ることが考えられますが。 

松本委員： ふるさと文学館の中にスペースがあれば、そこに行政機能を設けるのは無理

がありますか。 

事務局（新家）： それは考えていませんでした。可能性はありますけど。 

松本委員： 図書館と文化ホールでは、市の管轄部署が違うという悩みがあると思うもの

の、実現の可能性は残されています。市長にぜひ理解していただき、取り組ん

でみられてはいかがでしょうか。 

事務局（新家）： 市民の皆様にはここに行政窓口もポルタから移ってきますので、ここに

整備するということは市長もはっきり名言しております。 

松本委員： 隣の図書館に行政窓口を置く代わりに、図書館で本を借りた人は劇場・音楽

堂側のカフェを利用すると値段が安くなる。そんな工夫はできないものでしょ

うか。図書館と劇場は一体のものという理解があれば、図書館に行政窓口をつ

くることも理解が広がります。構造改革的な発想もあり得る。従来の縦割りの

発想をやめて、横串を差してはどうでしょう。 

事務局（新家）： 1つの案として、参考とさせていただきます。 

大月会長： ちなみに、今想定している行政窓口機能だと、大体一日あたりどれ位の利用

者が見込まれ、どのような人達が利用するか。 

事務局（新家）： 体制が変りまして今まではポルタというのは夜遅くまで、土曜日、日曜

日も開いていた所に総合支所が行きますのでその機能は残すらしいです。残し

た上でうち（久居鷹跡町の行政窓口）の利用人数は極端に減る可能性がございます。 

桑谷委員： 徒歩での人達ですか。 

事務局（新家）： 徒歩ではなく車が多いです。 

竹本委員： いままでの計画の中で行政としては入れるという事にしているのだから、こ

こだけではカットできない。 

大月会長： とりあえず、行政窓口機能についてはここで止めておいて、それであとバン

ド練習室以外にも録音スタジオみたいなのは先ほど出ていて、可児市なんか

は・・・ 

桑谷委員： アイディアとして面白いと思いますが、録音スタジオでブラスバンドを録音

するなら劇場を借りたほうが良いかと思います。それから本番のリハーサルで

の使用はあると思いますが、ブラスバンドの練習は多分無理でないかと思いま

す。というのは楽器を皆さんが抱えて来るというのはちょっと考えにくいと思

います。特に高校生はベースだったり、ティンパニーだったり、パーカッショ
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ンのたぐいを持って移動というのはちょっときついのではないかと思うので、

日常練習をここで行うというのは考えにくい。ただ、ピアノと同じように利用

があれば、ティンパニー等は貸出し楽器として備品で持つことは考えられます。 

松本委員： 吹奏楽の人たちは、楽器が重いので、楽器を保管できる文化施設で練習する

ところがある。楽器の収蔵庫に関しての取り扱いは条例ではそれほど言及され

ず、案外、曖昧な状況のなかで、柔軟に運営されてきたようです。 

竹本委員： あと、一定規模の人口でそういう演奏団体が限られたとこだと意外とそこに

楽器室を置いている場合が多いけど、ある規模を超えてしまうと無理。公的な

ところに個人の楽器を置くようなことは絶対無理だと。やっぱり人口規模 5 万

人以内の。これもスタジオにするのであれば、せめてドラムは用意するけど、

アンプも 1つ 10万円位で、すぐ劣化してしまうので、そういうものを使う人た

ちはより良いものを持っているので。ただ高校生は車で来られないので持って

こられませんけど。他の人達は楽器を車に積んで来ますからね。 

大月会長： 倉庫的な話が出ましたが、あまり倉庫関係、それこそ照明とか色々な機器の

倉庫に関してもそれほどとられてはいません。だから、一応武豊町民会館ゆめ

たろうプラザと比べると舞台袖の部分が比較的大きくとっているともいえる。

仮に、平面的にスペースを生み出そうとすると、舞台を縮小するということも

あります。今のところどなたもおっしゃってなくて。舞台はそれなりにあった

ほうがいいよねと。 

松本委員： 舞台の広さは、関係者にとって「聖域」なので、言わない方がよいのかなと

思っていました。話題に出たので申し上げると、今回の試案にある客席と舞台

は、舞台が相当広くとってある。とても恵まれている。 

大月会長： 少なくとも舞台袖の話でいくと、照明器具とかを置いていくと結構その部分

は埋まってくるので、どこまで舞台が縮小していけるのかというと、その分機

具庫を別にとらないといけないよねとなるかもしれないという話はありますよ

ね。武豊町民会館ゆめたろうプラザの場合は、ここと比べて舞台袖がコンパク

トですが、ここまで要らないとか、やっぱりあったほうがよいとか、というの

は武豊町民会館ゆめたろうプラザのご経験からいかがですか。 

竹本委員： 無いよりはあったほうがよいですよね。それで舞台をやる場合に 3 面とは言

いませんが中心と 2 面あった方が、舞台転換がスムーズにできる可能性はあり

ます。 

大月会長： なるべくそこは守った方がよいということですね。 

桑谷委員： 竹本先生が指摘されたように、どちらかの袖は確実に転換出来るスペースを

確保しなければなりませんが、もう一方の片側の袖スペースは狭くすることは

可能だと思います。 

大月会長： ちなみに、最初に桑谷先生が間口 9 間で大きいと。私もそうと思いますが、
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ひとまず平均的な値をここで入れているということです。 

松本委員： 一点だけよろしいですか。今回の試案にあるロビー、あるいはホワイエに、

隣にある図書館が所蔵している舞台、演劇、音楽の本を置くのです。それらは

図書館のカウンターに出向けば、貸し出し可能とします。盗難の恐れがない訳

ではないけれど、どんな対策を講じても盗難の恐れはある。施設を活性化する

には、このような思い切った発想を持ったらどうか、と思います。 

      図書館と劇場・音楽堂を、なぜ別々に考えなくてはいけないのか。音楽、舞

台の書籍が壁いっぱいに並べられていて、それらの貸し出しは隣の図書館のカ

ウンターに持っていく。そうすれば両施設を行き交う人が増える。お金を掛け

なくても「日本にないぞ」という文化施設が実現可能になる。三重県津市に対

して、他市が「すごいな。これよく考えたな」というイメージを抱いてくれる。 

大月会長： 今だったら IC チップとかで本の管理は以前と比べて効率化されているので、

どこに本が行ってもよいという考え方はありますよね。それと絡めてお話をす

ると、本とは別の話ですが、行政窓口機能とこの施設の事務室というのは一体

として今試案では計画されている、その分離をどうするかというのが先程の議

論から出てくる。事務室に関しても室として設けるか、もうちょっとオープン

な所でというのは検討の余地のある部分だと思います。松本先生がおっしゃっ

ている、色々提案されている、ビルディングタイプのあり方の変化。例えば小

学校でも職員室を無くし教師コーナーを分散設置するという発想があります。

事務室なんかもそのような考え方もできるか。 

松本委員： 行政窓口の事務室を置かず、劇場の広いロビーに端末機を配置することもで

きるのでは。職員が帰る際には布を掛けておく。図書館に事務室機能を置いて

もらう代わりに、劇場・音楽堂側は書籍の一部を預かる。そうすれば、事務室

機能を図書館に置いていただく大義名分ができると思った次第です。 

      文化施設をジャンル別に考えず、一体化して考える方法があると思うのです。 

大月会長： せんだいメディアテークはある意味でそれをやろうとしたんですね。メディ

アという切り口で図書も美術も映像もまとめましょうと。ただやっぱりさっき

の行政窓口機能とこの施設との運営区分と開館区分の話と一緒で。あそこも図

書館部分は市の図書館ネットワークに入っていて、そのシステムまでは変えら

れなかったという話があります。そこらへんは変えて行こうという努力はして

いったほうが良いと思いますが。なかなか難しいというのが現実ということで

すね。 

桑谷委員： ここに置く図書は、買わなくても市民や舞台関係者に寄贈してもらうことも

考えられるかもしれませんね。 

竹本委員： それぞれ広報活動、図書館にしてもホールにしてもするわけですよね。2ヶ月

先の公演について図書館にはこういう本が揃えてあると、お勧めの本はこれで
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すよと司書の方にもらって。相互に協力する手もありますよね。 

大月会長： 今の話の流れで出てきた事務室の話。それこそ、竹本先生、桑谷先生それぞ

れ館の運営をされていて事務室のあり方、教師コーナーみたいに分散させると

いうのは劇場の事務室としてどの位現実的な事なのか。やっぱり集約してそこ

にあったほうが良いか、ある部分は分散しても良いというような、何かお考え

があればお聞かせ頂きたいと思います。 

桑谷委員： 座・高円寺は敷地面積が狭いこともあって、清掃の方以外は職員、技術スタ

ッフ、設備担当者、インターンの方などは全員同じ事務室に居ます。一緒にい

ることで違う部署の仕事を知ることが出来て、またコミュニケーションがスム

ーズに取れるようになります。そのおかげで煙探知機が鳴った場合とか冷暖房

の温度設定など、設備担当者がいない場合でも簡単な対応は共有できるように

していています。当初の図面では設備システムと設備担当者は別な階にありま

したが、図面変更をお願いしてすべての設備システムを事務室に設置してもら

うようにしました。 

大月会長： やっぱり、室としてまとまって取るというのが避けられないという感じでし

ょうか。先程の行政窓口機能としては外に仮に出せたとしても、劇場の事務室

としてある程度面積が必要で。それがどれ位かということで、どれ位面積が浮

くかというのが決まってきてしまいますね。 

桑谷委員： まずどれ位の事業をやるかということですよね。それによって制作系、舞台

技術系、総務系のスタッフ、それからアルバイトさんなどの人数が決まってく

るので、それが決まらない事には事務室の面積が見えてこない。また指定管理

料が決まらないと必要なスタッフ数も雇用出来ない。さっき、竹本先生がおっ

しゃったように、事業予算と建築費は同時並行していかないといけません。劇

場は出来たけれども事業費が無いので自主事業が出来ない、という以前のよう

な貸館になってしまうのは困ります。これからの時代はコミュニティシアター

として、市民と共にある劇場づくりを目指していかなければなりません。そう

いう意味では指定管理料と事業数とスタッフ数は不可欠な関係になってきます。

そのための解決策としては、指定管理者がオープン前の準備段階から決まって

いることが重要なポイントになります。 

竹本委員： さっきの舞台のスペースが広いということですが、舞台関係のスタッフは常

駐で 3 人から 4 人ですよね。そこら辺に控室を設けることができます。後、管

理と事業のスタッフで合わせて 200 ㎡もあれば、事務所機能の大きさとしては

大丈夫ではないでしょうか。行政窓口は別ですよ。200㎡あれば足りると思いま

す。 

桑谷委員： 座・高円寺では技術スタッフは 7 人おりますが、制作スタッフは結構多いで

すね。また事務室には会議室、湯沸かし室、事務用品や書類用の棚などが必要
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になりますが、面積としてはいけると思います。 

大月会長： 可児市文化創造センターのロフトと同じ 200 ㎡ということで。ところで、今

日の話で、普段から人々が集えるというところで、またカフェという言葉が出

てきましたが、飲食機能というのはどのようなものが良いと思いますか。 

松本委員： 簡単なもの出すのか、それなりの料理を出すのか。それ次第で、厨房スペー

スの広さが変わってきます。飲食業ではないので詳しいことは分りませんが、

久居のまちには、それなりのニーズがあるのでは。 

桑谷委員： 話に入る前に、第 3 回の委員会で松本委員から、座・高円寺のカフェ・レス

トランは目的外使用か目的内使用かという宿題がありましたが、指定管理業務

の範囲ということで目的内使用になります。気になるのはどのぐらいの市民が

劇場のカフェに行く習慣があるかどうかですよね。目的も無くて劇場にカフェ

があるので飲みに行きましょうという人が。採算が気になります。 

松本委員： 劇場・音楽堂の前庭にテーブルを出して、入りやすく工夫してはどうでしょ

う。 

桑谷委員： 座・高円寺も採算が採れていないんですね。NPOから補てんしています。そ

の理由は地域の人のコミュニティの場として、また劇場に親しみを持ってもら

うために、カフェ・レストランはあった方がいいと思っています。ただ全国で

採算が取れているところはほとんど無いと思います。今後はカフェ事業として

指定管理料の中に予算化していただければいいのですが。観客は公演の 30分前

に来て、終わったらすぐ帰ります。駅周辺で買い物後にコーヒーでも飲みまし

ょうという目的があればともかく、ここでは採算は難しいと思います。人件費

の方が掛かり過ぎて。人件費がかからないやり方で運営すれば上手く行くかも

しれませんが。ギャラリーを見に来たお客さんがカフェに寄ってお喋りを楽し

む。松本さんが言うようにコミュニティの場として、あるべきだと思いますよ。 

松本委員： 座・高円寺は室内の 2 階に配置されています。少し入りにくい印象がある。

今回考えている案では、劇場・音楽堂の前庭にテーブル等を出して、カフェあ

るいはレストランがあるとすぐに分かるようにします。入店しやすくなる。 

桑谷委員： でも、この計画されている場所は、再開発の計画もありませんし商店街でも

ありません。文化ゾーンとしては図書館があるだけです。でもこれから町が元

気になり、地域の活性化に貢献出来るような施設づくりが出来ればと思います。 

松本委員： この界隈は、駐車場が無料ですよね。コーヒーチェーン店のなかには、駐車

場が無料なので、郊外にぽつんと１つ営業していても、すごく混んでいるとこ

ろがある。新聞などが置いてあって結構流行っている。おいしくて、くつろげ

る飲食店が、文化施設に入ったら幸いです。半分は建物のなかにあり、半分は

前庭に出てテーブルを置いている。そういう店だったら、建物のスペースに限

りがあっても、出来るのではないでしょうか。 
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      今までは目的外使用だったけれど、目的内にして、堂々と看板を出す。文化

施設に入館する人々だけが利用するのではなく、カフェあるいはレストランだ

けの利用も多数ある。そんなイメージです。芸術も、音楽も、興味ないという

方だって、「カフェだけは利用しています」という場合がある。その利用者から、

少しずつ芸術への理解を広げていく。チラシが置いてあって「何やっているの

かな」と理解が広がる。目の前を演劇人が通れば「こんな人もいる」と分かる。

このような形の芸術の広げ方ができれば、随分と、地方都市は面白くなると思

っています。 

大月会長： あと、確認ですが、アートスペースの部分、ロールバック式の客席を設置し

たほうがよいか。 

桑谷委員： 利用者の事を考えればロールバックはとても便利です。それで舞台はどうす

るかですよね。ギャラリーとスタジオがあって、スタジオにはロールバックの

ようなものが有ったら便利だと思います。またロールバックがなくても平土間

の客席でも可能だと思いますが、でも小劇場とはちょっと呼べませんね。従来

のような集会施設的な多目的ホールが出来ても、市民は余り喜んで使わないと

思います。 

竹本委員： 僕は個人的にロールバックが大嫌いですね。音はするし、安定性が悪いし。 

松本委員： 遅れて会場に入って階段を上がる際、大きな音がする……。ロールバックに

は、そんな印象があります。 

大月会長： 最近ではイスメーカーが頑張ってくれて随分良くなってきていますよ。 

松本委員： 阪神・淡路大震災のとき、ロールバックに対して否定的な声が多かったこと

を覚えています。出したままの状態で震災にあい、壁に入らなくなった。ある

いは収納されたときに地震が起きて、外に出なくなった。でも現在では、技術

的に相当改善されているようです。 

大月会長： その地震の時にというのは別問題ですが、普段の使用においては振動とか音

に対して、さらに格納した時の見えの話、そこら辺はかなり設計者とも共同で

開発してくれているので良くなっています。収納した時にきれいな壁みたいに

なるものもあります。収納した時にここに椅子が入っているんだというのが明

らかだと、ギャラリー空間として望ましくないとなるんですけど。 

松本委員： アマチュアのバンド大会ならば、2層や 3層の客席を必要としなくて、使用料

の安い 200 人程度の客席があればいいのでは。客席はロールバックで十分かも

しれません。 

大月会長： そろそろ時間ですので。今日はある程度収束の方向に進んだと思いますが、

先程お願いしたようにもう一度この図面と面積表を持ち帰って頂いて、そこで

欠けている室があるのではないか、基本計画にもう一度立ち返って頂いて、劇

場法に則った施設としてこれが抜けているとかそういった部分に対してまたお
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知らせを頂ければと思います。それで、今日 12月という事で後 1回か 2回位の

開催となるかと思います。事務局から、やはり何らかの形でこういう方向で、

この委員会としては提案しますというような、そういったものを作ってほしい

ということでしたので、これまでの検討を踏まえて私の方でたたき台を次回ま

でに作るように致します。そこに意見を頂いてまた付け加えて頂いてという形

で進めていきたいと思います。次回は少なくともその確認をして、また足りて

いない検討をもう一度して、それ以後 1 回で終わるのかもう 1 回やるのか。と

にかく次回が最終回に向かって一番重要なポイントになる。この委員会で繰り

返しして頂いているようなお金の話と人員の話、やっぱりこうやってハードの

事を考えているんだけど、それがきちんと機能していく為にお金と人というの

が重要なんですよというのを含めて、きちんとハードとソフトのセットで提言

という形にするのが望ましいのかなと思います。ソフトのところは何も明確な

ことがないということできちっとした検討は出来ていませんが、今の与えられ

た範囲の中でこういうことだけは言えるのではないではないかという部分に関

して整理が出来ればよいと思います。 

 

その他 

（1）今後のスケジュールについて 

 

大月会長： 今日も本当に濃密な議論をありがとうございました。次回、一月後になって

またお忙しい時期に開催をお願いすることになりました。恐縮ですが宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

※ FIX…確固としたものにする 

※ ディメンション…寸法、面積、大きさ 


